
 

２ 申告所得税 
統計表を見る方のために 

１ 利用上の注意 
この章は、令和６年１月１日から 12月 31 日までの間の所得について、令和７年３月 31日までに申告又は処理（更正、決定等）した者の令和

７年６月 30日現在の課税の事績を、全数調査の方法で調査・集計したものである。したがって、給与所得者等で源泉徴収による納税額があって

も確定申告等を要しない者は、調査の対象から除かれている。 

２ 人員の集計方法について 
(1) 「２－１ 課税状況」及び「２－２ 所得階級別人員」 

所得者区分 所 得 者 の 定 義 

事業所得者  各種所得の金額のうち事業所得の金額が他の各種所得の金額の合計額より大きい者を掲げた。 

その他所得者  各種の所得を有する者で、事業所得者以外の者を掲げた。 

 
不動産所得者 

 その他所得者で、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額のいずれよりも不動産所得の金額

の方が大きい者を掲げた。 

給与所得者 
 その他所得者で、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額のいずれよりも給与所得の金額

の方が大きい者を掲げた。 

雑所得者 
 その他所得者で、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の金額のいずれよりも雑所得の金額

の方が大きい者を掲げた。 

他の区分に該当

しない所得者 
 その他所得者のうち、不動産所得者、給与所得者、雑所得者以外の者を掲げた。 

（注）上記の判定を行う場合の各種所得の金額について 

１ 各種所得の金額の計算上生じた損失額がある場合には、その損失額はないものとした。 

２ 総合課税の長期譲渡所得の金額又は一時所得の金額がある場合には、それぞれその金額の２分の１に相当する金額とした。 

３ 分離課税の譲渡所得の金額がある場合には、その金額から譲渡所得の特別控除額を控除した後の金額とした。 

(2) 「２－３ 所得種類別人員、所得金額」 

所得区分 主たるもの 従たるもの 

事業所得  営業等所得及び農業所得の人員の合計を掲げた。  各種所得金額を

有する者を掲げた

（主たるものに計

上される場合を除

く。）。 

 営業等所得  各種所得の金額のうち営業等所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

農業所得  各種所得の金額のうち農業所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

利子所得  各種所得の金額のうち利子所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

配当所得等 
 各種所得の金額のうち配当所得等の金額（申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得及び特定公社債等の利子所得

を含む。）が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

不動産所得  各種所得の金額のうち不動産所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

給与所得  各種所得の金額のうち給与所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

総合譲渡所得  各種所得の金額のうち総合譲渡所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

一時所得  各種所得の金額のうち一時所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

雑所得 
 各種所得の金額のうち雑所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者、又はいずれにも該当しない者を掲げ

た。 

分離短期譲渡所得  各種所得の金額のうち分離短期譲渡所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

分離長期譲渡所得  各種所得の金額のうち分離長期譲渡所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

株式等の譲渡所得等  各種所得の金額のうち株式等の譲渡所得等の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

山林所得  各種所得の金額のうち山林所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

退職所得  各種所得の金額のうち退職所得の金額が他の各種所得の金額のいずれよりも大きい者を掲げた。 

(3) 「具体例」 

本年分の各種所得の金額が、農業所得 100万円、不動産所得 80 万円、給与所得 50万円の場合 

・２－１、２－２では、農業所得＜不動産所得＋給与所得が成立し、不動産所得者として計上される。 

・２－３では、一番大きい所得が農業所得なので、農業所得は主たるものに計上され、不動産所得と給与所得はそれぞれ従たる

ものに計上される。 

・そのため、２－１、２－２と２－３では、人員の合計が異なる。 

 



３ 申告所得税の税率等 

（課税所得金額又は課税退職所得金額に対して）（令和６年分） 

 
課税所得金額 税 率 控除額 

195 万円未満の場合   5 ％     0 円 

330     〃 10 97,500 

695      〃 20 427,500 

900     〃 23 636,000 

1,800     〃 33 1,536,000 

4,000     〃 40 2,796,000 

4,000 万円以上の場合 45 4,796,000 


